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り、根幹から経済を衰退させる要
因になると思います。
　ただ、社会保障を議論する際に
難しいのは、この「最低限」のライ
ンをどこに引くかです。過剰であれ
ばいわゆる“ばらまき”につながり
ます。本来であれば、負担と給付の
バランスを国民に改めて問うこと
が必要ですが、残念ながら現在の
政治は選挙を気にして、この議論
を避けているというのが実情です。

　経済同友会ではかねてから年金
制度の改革を提言してきました。
その概要は、基礎年金部分は老後
の最低限の生活を保障し、その財
源は全額年金目的消費税とし、報
酬比例部分は、個人で運用を行う
完全積立方式の「新拠出建年金制
度」を導入することです。現役世代
が年金受給者を支える現行の「賦
課方式」では、今後ますます進行
する少子高齢化に対応できないで
しょう。これを個人が自身の老後
に備えて掛金を拠出する「積立方
式」に移行することが必要です。
　ただし、ここでの大きな問題は、

年金の純債務をどう処理するかで
す。現在、既に保険料が支払われ、
将来の給付が約束された「過去期
間分」の中に、財源の手当てのない

「年金純債務」が約320兆円あると
いわれます。この処理が制度改革
に必要です。
　「積立方式」に移行するために、
本提言では企業、従業員（現役世
代）、高齢者（年金受給世代）のそれ
ぞれが年金純債務の負担を分かち
合うことを提示しました。ポイン
トは、移行期に当たる世代の負担
を考えて、移行期間を約50年に想
定し、この間に年金純債務を処理
しながら、積立方式に移行するこ
とです。このように期間を定めて
移行について提案するのは画期的
なことであり、経済同友会として
年金改革の出口となる提言を示せ
たと考えています。
　しかし、改革が遅れれば遅れる
ほど年金純債務は増え続け、さら
に状況は厳しくなっていきます。
この提言を一つのたたき台に、国
民的な議論を深め、できるだけ早
く年金制度の改革に着手すること
を期待しています。

　社会保障問題は、今、国民にとっ
て最も関心の深いテーマです。特
に最近では、経済状況が深刻化し、
セーフティネットの整備や社会保
障のあり方にますます注目が集ま
るようになりました。その上で国民
の間には、年金や医療といった根幹
となる社会保障制度が脆弱になっ
ているのではないかという不安が
広がっています。
　そもそも経済の発展には、政治が
安定し、国民が将来の生活に希望
が持てる社会を実現することが極
めて重要です。社会保障制度は経
済社会の基盤を支えるものであり、
経済団体として、その改革の提言を
行うことは、非常に重要であると考
えています。
　最低限の社会保障を整備するこ
とは、市場主義における競争原理
の重視と矛盾するものではありま
せん。競争に敗れた人も再挑戦で
きる仕組みを整えることで、活力
のある経済社会が実現できるから
です。雇用や教育も含めてこの仕
組みが崩れていくと、競争力のあ
る有能な働き手の確保も難しくな
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